
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

中央卸売市場

受託物品の確認検査

徳島市中央卸売市場業務条例

第４６条第１項

（電話 ６２８－２７５９）

（販売前における受託物品の検収）
第４６条 卸売業者又は卸売業者から物品の検収を行うよう委託を受け
た者は，受託物品の受領に当たっては検収を確実に行い，受託物品の
種類，数量，等級，品質等について異状を認めたときは，規則で定め
るところにより，市長の指定する検査員の確認を受け，その結果を物
品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし，受
託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得
られたときは，この限りでない。
２ 卸売業者は，受託物品の異状については，前項ただし書に規定する
場合を除き，前項の確認を受け，その証明を得なければ委託者に対抗
することができない。

○ 徳島市中央卸売市場業務条例施行規則
（受託物品等の確認検査）
第５５条 卸売業者が条例第４６条第１項の規定による確認を受けよう
とするときは，受託物品確認検査申請書を市長に提出しなければなら
ない。
２ 前項の規定による確認検査は，その検査をする物品のある場所等に
おいて卸売業者立会のうえ，当該物品の容器の完否，荷造の状態，個
数，内容，重量，鮮度及び品質等について行う。
３ 前項の規定による検査を終了したときは，市長は，受託物品確認検
査証を交付する。

＊ 受託物品確認検査申請書は，別紙様式第３２号とする。

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 ３日（休日を除く）
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設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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